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本報告書の調査は、本件鉄道事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づ

き、運輸安全委員会により、鉄道事故及び事故に伴い発生した被害の原因

を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われ

たものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

運 輸 安 全 委 員 会

委 員 長 後 藤 昇 弘



≪参 考≫

本報告書本文中に用いる解析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 事実を認定した理由」に用いる解析の結果を表す用語は、

次のとおりとする。

①断定できる場合

・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」



Ⅱ 京王電鉄株式会社 高尾線高尾山口駅～高尾駅間

列車脱線事故
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鉄道事故調査報告書 
 

 

鉄道事業者名：京王電鉄株式会社 

事 故 種 類：列車脱線事故 

発 生 日 時：平成２０年８月２８日 ２３時５２分ごろ 

発 生 場 所：東京都八王子市 

高尾線高尾
たかお

山口
さんぐち

駅～高尾駅間 

北野駅起点７ｋ２１７ｍ付近 

 

 

平成２１年 ３ 月 ９ 日 

運輸安全委員会（鉄道部会）議決 

委 員 長  後 藤 昇 弘 

委   員  楠 木 行 雄 

委   員  松 本   陽（部会長） 

委   員  中 川 聡 子 

委   員  宮 本 昌 幸 

委   員  富 井 規 雄 

 

 

１ 鉄道事故調査の経過 
 

１.１ 鉄道事故の概要 

京王電鉄株式会社の高尾山口駅発高幡
たかはた

不動
ふど う

駅行き８両編成の上り普通第７１２２列

車は、平成２０年８月２８日（木）、高尾山口駅を定刻（２３時５１分）に出発した。 

列車の運転士は、速度約６２㎞/hで惰行運転中の２３時５２分ごろ、前方（前後左

右は列車の進行方向を基準とし、車両は前から数える。）トンネル出口付近の線路内

に土砂が流入しているのを認めたため、非常ブレーキを使用したが間に合わず、列車

は１両目の前台車全２軸及び後台車の第２軸が左へ脱線した。 

列車には、乗務員２名のみが乗車しており、死傷者はなかった。 

列車は、１両目の前面及び左側面の窓ガラス等が損傷した。 

 

１.２ 鉄道事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 



 - 2 -

航空・鉄道事故調査委員会は、平成２０年８月２９日、本事故の調査を担当する

主管調査官ほか１名の鉄道事故調査官を指名した。 

関東運輸局は、本事故調査の支援のため、職員を事故現場に派遣した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２０年 ８ 月２９日    現場調査及び口述聴取 

      ９ 月 ９ 日    現場調査 

     １２月１９日    口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 認定した事実 
 

２.１ 運行の経過 

事故に至るまでの経過は、京王電鉄株式会社（以下「同社」という。）の上り普通

第７１２２列車（以下「本件列車」という。）の運転士（以下「本件運転士」とい

う。）及び車掌（以下「本件車掌」という。）の口述によれば、概略次のとおりであ

った。 

(1) 本件運転士 

事故当日は１２時過ぎに出勤した。高尾山口駅で折り返して本件列車となる、

北野駅２３時２６分発下り普通第６１１１列車（以下「下り列車」という）に

乗務し、事故現場となった付近を通過した時は、すごい雨が降っていたが異常

を感じることはなかった。 

本件列車は、始発の高尾山口駅を定刻（２３時５１分）に出発して、高尾駅

に向かった。高尾駅手前のトンネルの中で閉そく信号機の現示を確認した後、

トンネル出口から６０～７０ｍくらい手前の場所で、本件列車の前部標識灯の

光に対するレールからの反射光がトンネル出口付近で途切れて見えた。形状な

どは良く判らなかったが、何かがレールを覆っているような感じだった。その

ときの速度は、速度計を見ていなかったが６０km/h弱だったと思う。トンネル

の出口付近に違和感があったので、とっさに非常ブレーキをかけるとともに非

常警笛を鳴らした。トンネルの出口に近づくにつれて、レールを覆っているの

が土砂だと判ったが、本件列車はそのまま土砂に突っ込み、「ゴン」という音

とともに車両が縦横に揺れた。その後は良く覚えておらず、気がついた時には
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本件列車は止まっていた。 

その後、乗務員室の扉を開けて脱線していることを確認し、本件車掌にイン

ターホンで土砂に乗り上げて脱線したことを話した。また、防護無線機により

発報信号を発信し、運輸指令所からの呼びかけに応えて列車無線で状況を報告

した。さらに、本件車掌と連絡を取り合って車内を前後より見回り、乗客がい

ないことを確認して、運輸指令所に報告した。この頃には高尾山口駅の職員が

駆けつけて来たので、共に外に出て本件列車の状況を見て回った。 

なお、当日は降雨により注意運転を行うことを休憩から乗務に戻るときに掲

示により確認した。また、本件列車の乗務開始から事故に至るまでの間、車両

に異常を感じることはなかった。 

(2) 本件車掌 

事故当日は、１３時頃に出勤した。下り列車で狭間
はざま

駅を通ったころに、高尾

山口駅の改札口が浸水しているため乗客を高尾駅で降ろすように運輸指令所か

ら指示を受けたので、高尾山口駅では下車できないことを車内放送で乗客に伝

えた。事故現場となった付近を通過した時は、雨が激しく外は良く見えなかっ

た。高尾山口駅で折り返した時も雨が降っており、滅多に体験しないほどの強

さだった。雷も鳴っており、その場所も近いなと感じた。 

高尾山口駅を定刻（２３時５１分）に出発し、本件列車で高尾駅に向かう途

上、トンネルの中で非常ブレーキがかかったことを感じた。いつもなら「グー

ッ」とかかるのだが、その時は「ガンガンガン」と何段階かあるような感じで

ブレーキがかかったので、いつもと違うなと思った。 

この直後、本件列車が完全に停止しないうちに車内は停電となり、予備灯の

みの状態になった。すぐに本件運転士と連絡をとり、土砂に乗り上げて脱線し

たことを知った。このため、乗客を薄暗い中で不安にさせてはいけないと思い、

まず「土砂に乗り上げて脱線した模様です」と車内放送をした。しばらくして

本件運転士から連絡を受けて、二人で手分けして車内を見回り、乗客がいない

ことを確認した。 

その後、本件運転士を通じて運輸指令所から待機せよとの指示を受けたので、

最後尾の乗務員室で待機していると、周りの駅から職員が次々と到着した。 

なお、本事故の発生時刻は、２３時５２分ごろであった。 

（付図１、２、３（その１～その２）参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷 

なし 
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２.３ 鉄道施設及び車両等に関する情報 

2.3.1 事故現場に関する情報 

事故現場は、全長３３１ｍの高尾第一トンネルの高尾駅側の出口（北野駅起点 

７ｋ２１７ｍ、以下「北野駅起点」は省略する。）にあたる。トンネル出口の右側

にはコンクリートの土留
どどめ

擁壁
ようへき

1（横幅約１９.９ｍ、最大高さ約７.９ｍ、最上部の

厚さ約０.５ｍ）が設置されており、トンネル出口上部には落石防止ネットが設置

されていた。また、土留擁壁の上部は山の上まで斜面が続いており、同社の鉄道用

地と民有地との境界線上に防護ネット柵（高さ約２ｍ）が設置され、この防護ネッ

ト柵までの鉄道用地内は樹木が伐採されていた。 

なお、事故現場付近の斜面に落石や斜面の崩壊を検知するためのセンサー等の機

器（以下「検知装置」という。）は設置されていなかった。 

また、同社の記録によれば、事故発生前に事故現場を通過した最後の列車である

下り列車は、高尾駅を２３時４３分に出発し、２３時４４分ごろに事故現場となっ

た付近を通過していた。 

（付図２、３（その１～その２）参照） 

 

2.3.2 鉄道施設 

同社の高尾線は北野駅と高尾山口駅とを結ぶ８.６kmの路線であり、このうち事

故現場を含む高尾駅～高尾山口駅間は、単線で直流１,５００Ｖの電化区間であり、

軌間は１,３７２mmである。 

事故現場付近の線形は直線であり、こう配は高尾駅に向かって１２.５‰の下り

こう配である。また、事故現場の前方７ｋ０８５ｍ地点にこう配変更点があり、こ

こから前方は４.５‰の下りこう配となる。 

事故現場の左側斜面下には東日本旅客鉄道株式会社の中央線（以下「ＪＲ中央

線」という。）の線路が敷設されている。また、事故現場前方の両側面には側壁が

設置され、７ｋ１１３ｍ、７ｋ１６０ｍ及び７ｋ２０１ｍ地点にコンクリート製の

電柱が設置されている。 

事故現場付近には、トンネルの中（７ｋ３０７ｍ地点）に上り閉そく信号機が、

またトンネルの高尾駅側７ｋ１３１ｍ地点には、上り場内信号機が設置されている。

なお、閉そく方式は自動閉そく式である。 

事故現場付近のレールは５０kgＮレールであり、まくら木は２５ｍあたりＰＣま

                         
1 「土留擁壁」とは、その自重、強度および剛性で、切土または盛土の側方土圧を支え、土砂の流出を防ぐ構造

物をいう。 
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くら木４１本が敷設されている。また、道床には砕石が使用されており、その厚さ

は２５０mmである。 

また、事故現場から東へ約２.７km離れためじろ台駅構内には、雨量計（以下

「本件雨量計」という。）が設置されており、その観測値は運輸指令所の気象装置

で監視されていた。 

（付図２、３（その１～その２）参照） 

 

2.3.3 車両 

車  種     直流電車（ＤＣ１,５００Ｖ） 

編成両数     ８両 

編成定員     １２１２名（座席定員４４０名） 

記号番号 

 

 

      １両目 ２両目 ３両目 ４両目 ５両目 ６両目 ７両目 ８両目 

    ← 列車進行方向  ●：脱線軸 

 

車両には、ブレーキ及び力行ノッチの操作情報、列車の速度情報、時刻、走行距

離情報を記録する車上モニタ装置が搭載され、この装置の事故当時における記録は、

表１のとおりであった。 

 

表１ 車上モニタ装置の記録（抜粋）※１ 

記録時刻※２ 

（２３時は省略） 

列車速度 

(km/h) 

加減速度

(km/h/s)

本件列車位置

（停止位置か

らの距離） 

概   要 

５１分 ０秒  0.0   0.0 １２９２ｍ 力行ノッチ指令検知 

５１分１６秒 37.1   2.4 １２１３ｍ 力行ノッチオフ（惰行で進行）

５２分３６秒 62.5  -0.9 １１６ｍ ブレーキノッチ指令検知 

５２分３７秒 62.6  -1.8 ９９ｍ 非常ブレーキ検知 

５２分３８秒 58.1 -10.0 ７９ｍ 高尾第一トンネル出口付近 

５２分４２秒 25.2 -30.2 ３０ｍ 最大の減速度を記録 

５２分４８秒  0.0 -18.1 ０ｍ 本件列車の停止 

  ※１ モニタ装置の記録は約０.２秒毎に残っている。 

  ※２ 装置付属のＧＰＳで採取した時刻が記録されている。 

８５７８８７２８ ８５２８ ８７７８８０２８ ８０７８ ８１２８ ８１７８ 
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また、車両の窓ガラスは、乗務員室正面の窓ガラスが電熱線入り熱線吸収合わせ

ガラス、客室側面の窓ガラスが強化ガラスないしは熱線吸収強化ガラスを使用して

おり、いずれも安全ガラスに分類される種類のものであった。 

なお、本件列車の車両に係る直近の定期検査の記録には異常は認められなかった。 

 

2.3.4 地形・地質等の状況 

事故現場は、関東山地の東縁にあり、多摩川水系の南浅川と初沢川に囲まれた丘

陵域の北斜面に位置する。 

事故現場付近の地質は、頁岩
けつがん

や砂岩の岩盤の上に砂質ロームが堆積し、表土が覆

っている。 

 

2.3.5 事故現場付近の点検等の状況 

(1) 斜面 

斜面の維持管理について、同社は「鉄道に関する技術上の基準を定める省

令」に基づいて関東運輸局長へ届け出た実施基準（以下「届出実施基準」と

いう。）の一部である「線路・土木施設実施基準」において定めている。 

この基準において、施設の定期検査は検査基準日から２年が経過する日の

属する月の前後１ヶ月の間に実施するとされ、線路全般にわたる巡視及び保

安監視については原則的に２日に１回巡回することとされている。また、定

期的な巡視の他にも風水害が予想される場合は、その都度判断して特別巡視

を行うこととなっている。 

事故現場付近の構造物に関する直近の定期検査は、平成１９年５月１７日

に施設を管理する職員（以下「施設管理職員」という。）の目視により行わ

れ、のり
．．
面の状態について「異常なし」との記録であった。 

事故現場付近の巡回については、平成２０年８月２５日までは雨が数日間

続いた状況であったため、以降は施設管理職員の巡回を２８日まで毎日実施

し、「異常なし」との記録であった。しかし、事故が発生した２８日の夜は、

事故現場で降雨が強まったのは１８時ごろからであったため、事故が発生す

るまでの間に、巡回等は行われていなかった。 

また同社によると、斜面の管理に関しては地質や地形を考慮した上で必要

な箇所には補強を行っていたことから、全ての斜面を同程度に取り扱ってい

た。 

さらに、同社では2.3.1に記述した防護ネット柵より上方の斜面について

は、鉄道用地外であることから巡回の際は鉄道用地内から見える範囲を目視

により確認していた。 
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(2) 軌道 

同社では、軌道の維持管理についても「線路・土木施設実施基準」に軌道

整備基準値を定めている。事故現場付近の軌道変位については、直近の測定

を平成２０年８月６日に軌道検測車により実施していた。その記録によると、

軌道整備基準値を超過する軌道変位は見られなかった。 

 

2.3.6 過去の土砂災害の記録 

同社によると昭和４９年以降における鉄道用地内の土砂災害の記録は、以下の４

件があった。 

(1) 昭和４９年９月１日 高尾線狭間駅～高尾駅間で盛土ののり
．．
面が崩壊 

(2) 昭和５２年７月７日 高尾線京王片倉駅～山田駅間で堀割部ののり
．．
面が崩

壊 

(3) 平成３年９月１９日 相模原線若葉台駅構内で運転士から地山ののり
．．
面の

異常の通報があり、列車の運行を停止した直後に崩壊 

(4) 平成１１年８月１４日 高尾線めじろ台駅～狭間駅間で運転士から堀割部

ののり
．．
肩の異常の報告があり、同区間の運転を見合わせた後に崩壊 

これらの土砂災害はいずれも小規模なものであり、列車が脱線する等の大きな被

害はなかった。なお、事故現場付近の斜面について、過去に崩壊した記録はなかっ

た。 

 

2.3.7 鉄道沿線における斜面管理に関する国土交通省鉄道局の指導 

鉄道局は、平成８年９月に「鉄道沿線における斜面等の調査について」を発出し、

事業者が管理している斜面等の管理状況と共に、自社用地外で鉄道に影響を及ぼす

おそれのある斜面等と、道路並行部で道路側斜面に発生した災害が鉄道にまで及ぶ

と判断される斜面等の点検・調査を行い、結果を報告すると共に必要に応じて災害

防止対策を講じるよう指導していた。 

 

２.４ 鉄道施設及び車両等の損傷、痕跡に関する情報 

2.4.1 事故現場付近の状況 

事故現場付近の状況は以下のとおりであった。 

(1) 事故現場の右側斜面において、幅約１１ｍ、奥行き約１３ｍ、高低差約７

ｍの範囲で崩壊が発生していた。同社によると崩壊部の面積は約１３０ｍ2、

崩壊した土砂量は約２００ｍ3に達していた。 

(2) 崩壊した土砂は線路右側の土留擁壁を越えて同社線路内に流入し、線路を

覆っていた。なお、事故翌朝には、本件列車４両目の左側面ではレールが埋
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まるか埋まらないか程度の堆積であったのに対し、崩壊した側の右側面では

レール面上１.５ｍ程度まで車両が土砂に埋まっていた。 

(3) 多量の水が、土砂の流入した痕跡に沿って土留擁壁を越えて、線路に向か

って流れ込んでいた。また、土留擁壁の水抜き孔からも水が流れていた。 

(4) １両目の先頭位置は７ｋ１３８ｍ付近であり、１両目の前台車第１軸及び

第２軸が約７０cm左へ、後台車第２軸が約２０cm左へ、それぞれ脱線してい

た。 

(5) １両目の車両は脱線により左にそれたが、側壁に接近したものの接触せず

に停止しており、左側斜面下のＪＲ中央線に影響を及ぼすことはなかった。 

 

2.4.2 鉄道施設の損傷及び痕跡の状況 

(1) 2.4.1(1)に記述した崩壊の発生箇所において、2.3.1に記述した防護ネッ

ト柵の基礎が宙づりとなっていた。 

(2) ７ｋ１７５ｍ付近から７ｋ１４０ｍ付近にかけて、軌間内側のまくら木に

車輪が走行したと見られる痕跡があった。 

(3) 2.3.2に記述した電柱のうち、７ｋ１６０ｍ地点にあった電柱が折損して

おり、折損した電柱上部の一部が１両目の最後部左側に接触した状態になっ

ていた。また、この電柱が設置されていた場所の周囲の側壁が破損していた。 

(4) 同社の高尾変電所には、同変電所の管轄域内で事故当日の２３時５２分ご

ろ、き
．
電系統に異常を検出し、電流が自動遮断された記録が残されていた。 

 

2.4.3 車両の損傷及び痕跡の状況 

本件列車の１両目において、乗務員室前面の窓ガラス及び車体外板、前面下部の

覆い、屋根の冷房機、並びに客室側面の窓ガラス、引戸ガラス及び戸袋外側の窓ガ

ラス等が損傷していた。特に客室左側面の窓ガラスは４枚が損傷し、床や座席に割

れたガラスの破片が散乱していた。ガラスが安全ガラスであったため、破片は細粒

状のものが多く、また破片の中にはコンクリートも混じっていた。 

また、１両目の左側車体外板に擦過痕が見られ、１両目から４両目にかけての右

側車体外板に損傷が見られ、床下機器等が損傷していた。 

（付図３（その１～その２）及び写真１、２、３、４参照） 

 

２.５ 乗務員等に関する情報 

本件運転士  男性 ３４歳 

 甲種電気車運転免許                平成１０年 ７ 月１７日 

本件車掌   男性 ３２歳 
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２.６ 運転取扱いに関する情報 

2.6.1 異常気象時における運転取扱い 

同社の異常気象時における対応については、届出実施基準の一部である「運転取

扱実施基準」において、以下のとおり定められている。 

（異常気象の場合の警戒） 

第３６６条 列車の運転又は線路及び保安装置等の保守に従事する者は、異

常気象の通報を受けたとき又は天候が不良となったときは、その警戒を厳に

しなければならない。 

２ 前項に定める係員は、暴風雨があった翌日は初電前に線路を巡視して、

異常の有無を確認するとともに、初発列車の運転士は、特に前途の線路に不

慮の障害のあることを予期して注意運転をしなければならない。 

３ 略 

（異常気象の場合の鉄道営業部長の指令） 

第３６７条 鉄道営業部長は、異常気象の通報を受けたとき又は災害発生の

おそれのある場合は、次に掲げる取扱いをしなければならない。 

(1) 異常気象の通報を受けたときは直ちにその状況を全線に指令すること。 

(2)～(4) 略 

第３６８条 略 

（異常気象の場合の乗務員の取扱） 

第３６９条 乗務員は、列車を運転している途中で、異常気象の状態に遭遇

したときは、次に掲げる取扱いをしなければならない。 

(1) 暴風雨又は風速が激しいとき。 

① 略 

② 運転士は列車の運転が危険であると認めたときは、なるべく安全な箇

所に停止すること。 

③ 暴風雨又は豪雨等の場合運転士は、土砂崩壊、道床の流失、線路の浸

水、線路付近の樹木、家屋材木等の倒壊、架線の垂下、断線等、列車運

転に不慮の障害が発生することを予期して警戒を厳にし注意運転をする

こと。 

(2)～(5) 略 

（用語） 

注意運転 運転士が列車又は車両を運転するときは、事故を起こさないよう

に常に注意していなければならないことは勿論であるが、特殊な事由により

特に注意して運転しなければならないときの運転方法をいう。 

なお、同社によれば注意運転を行う場合、運転速度に具体的な制限を設けてはい
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なかったとのことであった。 

また、災害対策基本法に基づく同社の「京王防災規則」に基づいて定めた「鉄道

事業本部防災取扱規則」において、以下のとおり具体的な数値を挙げて風水害の種

別とその際の措置を定めている。 

（風水害の種別） 

第２５条 風水害の種別は次の各号のとおりとする。 

(1) 第１種 

 気象状況その他により列車の運転に支障があると予測されるとき。基準は

次の各号とする。 

① 雨量が連続５時間で100mm、または１時間に20mmに達し、なお降り続

くことが予測されるとき。 

②～③ 略 

(2) 第２種 

 運転休止や被害が予測されるが比較的軽微であり、早期に復旧が可能であ

ると予測されるとき。基準は次の各号とする。 

① 雨量が連続５時間で150mm、または１時間に30mmに達し、なお降り続

くことが予測されるとき。 

②～③ 略 

(3) 第３種 

 運転休止が必至であり被害が激甚で、復旧に相当日数を必要とする最悪の

事態が予測されるとき。基準は次の各号とする。 

① 雨量が連続５時間で200mm、または１時間に40mmに達し、なお降り続

くことが予測されるとき。 

②～③ 略 

第２６条 略 

（風水害時の措置） 

第２７条 風水害の取扱については、次の各号のとおりとする。 

(1) 運転指令長は、暴風雨等の気象情報収集を行い、その状況を伝達する

とともに、風速25m/s以上になったと認めたときは、一時列車の運転中止

をする。 

(2) 管区長は暴風雨等の状況を逐次運転指令長に報告するとともに、風速

が20m/s以上になり列車の運転が危険であると認めたときは、その状況に

応じて一時列車の出発または通過を見合わせなければならない。 

(3) 乗務員は、暴風雨時の運転においては、不測の事態が発生することを

予測して警戒を厳にし注意運転を行うとともに、列車の運転が危険である
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と認めたときは、なるべく安全な箇所に停止させなければならない。また、

冠水が軌道面上40mm以上になったときは列車を停止させなければならない。 

(4) 工務部長は、災害の発生する恐れのある箇所を重点に、掛員を派遣し

て状況を把握し、必要に応じて臨機の処置を講じなければならない。 

(5) 略 

２ 略 

さらに、前記を受けて同社の「鉄道営業部防災取扱規則」においては、以下のと

おり定めている。 

（風雨が強くなることが予想される場合の取扱い） 

第１９条 気象情報により風雨が強くなるとの予報があった場合は、次によ

り行う。 

(1) 運転指令長 

 気象情報の把握に努める。また、駅長及び乗務区長に風雨が強くなること

が予想される旨を連絡し、注意を促す。 

(2)～(3) 略 

（風水害が発生、もしくは発生の恐れがある場合の取扱い） 

第２０条 風水害が発生もしくは発生の恐れがある場合は、次により行う。 

(1) 運転指令長 

① 雨量計、風速計の観測結果が鉄道事業本部防災取扱規則第25条に基づ

く第１～３種風水害に該当したとき、もしくは気象情報で第１～３種風

水害の恐れがある旨の注意報あるいは警報がなされた場合、鉄道営業部

長に災害対策本部の設置を提案する。本社勤務時間外においては、災害

対策本部を先行して設置し、鉄道営業部長に事後報告とする。 

② 略 

③ 警戒体制に応じた動員を行う。 

(2) 略 

(3) 乗務区長 

① 警戒体制に応じた動員を行う。 

② 地区災害対策本部長に指名された場合は、担当地区の関係各所に対策

本部の設置とその連絡番号を通告し、情報の収集に努める。また、災害

発生時には復旧に向け、関係部署の連絡調整を統括する。 

③ 列車添乗による線区の巡回を強化する。 

(4) 運転士 

① 鉄道施設の状態に細心の注意を払い運転する。 

② 飛来物、落下物、冠水など線路の異常を発見したら、運転指令に報告
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する。 

 

2.6.2 事故当日の運転規制等 

(1) 同社のシステムにおける警告 

同社によると、事故当日において運輸指令所にある気象装置は、時間雨量

が２０mm、３０mm及び４０mmを超えたことを検知したときにアラームが鳴動

し、気象装置の画面がそれぞれ黄色、オレンジ色、赤色で表示して見分ける

ことができるような設定になっていた。 

事故当日は、本件雨量計の観測により表２の時刻にアラームが鳴動してい

た。 

 

表２ 本件雨量計の観測による事故当日のアラームの鳴動時刻 

時  刻 鳴  動  理  由 

２１時０２分 時間雨量２０mmを超過（黄色） 

２１時０９分 時間雨量３０mmを超過（オレンジ色） 

２１時２０分 時間雨量４０mmを超過（赤色） 

２２時３４分 一旦時間雨量が２０mmを下回った後に再び超過（黄色） 

２２時４４分 時間雨量３０mmを超過（オレンジ色） 

 

(2) 運輸指令所の対応 

同社の当日の対応に関する回答及び当日に運輸指令所で対応していた職員

の口述を総合すると、事故当日の運輸指令所の対応は概略次のとおりであっ

た。 

表２に記述したように、本件雨量計で基準を超える雨量を観測してアラー

ムが鳴動したため、運輸指令所では本件雨量計のあるめじろ台駅や近くの北

野駅の駅員に現在の雨の状況を電話で確認し、２１時２１分に2.6.1に記述

した注意運転を行うよう全列車に向けて無線で指示していた。しかし、雨量

計の数値だけでなく、現地から聞いた雨の状況を踏まえて、降雨は継続しな

いと判断したため、特段の警戒体制は敷かなかった。 

また、高尾山口駅の改札口付近が浸水して、人が通れない状態であるとい

う連絡が、その状況を目撃した乗務員から入ったため、２３時３２分にその

旨を乗客へ案内するよう全列車に向けて無線で指示していた。 

運輸指令所ではこの日の雨の状況について、東京都の防災行政無線を通じ

て2.7.2(2)に後述する大雨警報・注意報がＦＡＸで送付されている等、気象
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情報を収集していたが、運行の判断に活用したのは自社の雨量計の数値と現

地の駅員から聞き取った情報であったため、事故当日は土砂災害が発生する

おそれのある事態になっているとは考えていなかった。 

(3) ＪＲ中央線における運転規制の状況 

東日本旅客鉄道株式会社によると、ＪＲ中央線は、高尾駅構内の分岐器が

冠水によって不転換となったため、２３時０２分以降は八王子駅～高尾駅間

の運転を見合わせていた。このため、ＪＲ線から会社線への振替輸送の要請

を２３時１５分に同社に対して行っていた。また、高尾駅の状況を踏まえて、

ＪＲ中央線の上り列車は高尾駅に隣接する相模湖駅で出発の抑止をしていた

とのことであった。また、翌日の２９日１時３０分に八王子駅に設置してあ

る雨量計が運転規制値（速度規制）を超えたとのことであった。 

 

２.７ 気象等に関する情報 

2.7.1 事故当日の天気概況 

気象庁の資料によると、事故当日は日本海沿岸に前線が停滞し、日本の南海上の

低気圧の影響も加わって南から暖かく湿った空気が前線に向かって流れ込み、この

ため太平洋沿岸を中心に広い地域で局地的な大雨（平成２０年８月末豪雨）をもた

らしていた。 

 

2.7.2 事故現場付近の気象の状況 

(1) 事故現場付近の降雨等の状況 

事故現場の付近には本件雨量計の他にも、気象庁、国土交通省関東地方整

備局京浜河川事務所及び八王子市が雨量計を設置して降水量を観測しており、

それらの観測記録によると、事故発生前後の１時間降水量の推移は、表３の

とおりであった。この観測記録によると、事故現場に最も近い高尾の観測所

においては、事故発生時間帯に１時間に７０mm程度の非常に激しい雨を観測

し、５時間の積算で２００mmを超える雨が降っていた。 
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表３ 事故現場付近の雨量計における１時間降水量の観測記録（単位はmm） 

京王電鉄 気象庁 京浜河川事務所 八王子市 
時  刻 

めじろ台 八王子 高尾 浅川橋 高尾山口 館 

２８日２０時 4.5 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 

２８日２１時 18.0 13.5 16.0 5.0 15.5 20.5 

２８日２２時 26.0 30.5 55.0 20.0 44.0 39.5 

２８日２３時 35.0 40.5 71.0 23.0 63.5 59.5 

２９日 ０ 時 27.5 20.5 67.0 6.0 58.5 46.5 

上記５時間の合計 111.0 107.0 211.0 56.0 183.0 167.0 

 

また付図４及び５に示すように、気象庁の資料によれば、事故当日の２８

日２２時から、解析雨量2や土壌雨量指数3はいずれも事故現場付近の南北に

細長い領域で大きい値を示していた。このうち事故現場付近の解析雨量の値

は、２８日２２時から２９日０時にかけて大きく、特に２８日２３時には

１００mmを超える猛烈な雨を示した。また、事故現場付近の土壌雨量指数は、

２８日１９時から上昇し始め、特に２２時以降に急激に上昇して大雨警報を

発表する基準を超えて、この地域において平成１９年までの１０年間で最大

の指数値に迫っていた。 

(2) 事故現場付近に向けて発表された気象情報 

気象庁は、2.7.1に記述した当日の概況や上記の気象状況を踏まえて、多

摩南部4に表４のとおり警報・注意報を発表していた。加えて、東京都内の

状況を説明する気象情報を２２時３６分に発表していた。さらに、解析雨量

で１００mmを超える猛烈な雨を示したことを受けて、２３時２６分に記録的

短時間大雨情報5を発表していた。 

また、土壌雨量指数の上昇や降雨の状況から、特に土砂災害が発生するお

それの高い状況になることが予測されたため、東京都と気象庁は共同して土

                         
2 「解析雨量」とは、国土交通省河川局・道路局と気象庁が全国に設置しているレーダーの観測結果と、アメダ

ス等の地上の雨量計の観測結果を組み合わせて、気象庁が降水量分布を１km四方の細かさで解析したものをいう。 
3 「土壌雨量指数」とは、降った雨が土壌中に水分量としてどれだけ貯まっているかを、これまでに降った雨を

もとに気象庁で指数化したもので、降水予想を用いて今後の指数の予想値も算出している。土砂災害の危険性を

示す新たな指標として、土砂災害警戒情報及び大雨警報・注意報の発表基準に使用している。 
4 「多摩南部」とは、警報や注意報を発表する場合の地域区分の一つで、八王子市、日野市、町田市、多摩市、

稲城市を含む地域をいう。 
5 「記録的短時間大雨情報」とは、数年に一度程度しか発生しないような激しい短時間の大雨を、観測あるいは

解析した時に気象庁が発表する情報をいう。現在の降雨の状況が、その地域にとって災害の発生につながるよう

な稀にしか観測しない降水量であることを知らせる目的を持っている。 
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砂災害警戒情報6を表５のとおり事故現場を含む八王子市などに発表してい

た。なお、東京都における土砂災害警戒情報は平成２０年２月から運用を開

始し、八王子市に向けて発表されたのはこの時が初めてであった。 

これらの情報は、気象庁から気象関係の公益法人、気象事業者の配信サー

ビス等を通じて地域に伝えられていた。また、気象庁や気象事業者等のウェ

ブサイトに掲載されていた。 

 

表４ 気象庁が事故前に多摩南部に発表した警報・注意報 

発 表 日 時 警   報 注 意 報 

２８日１４時５２分  大雨、洪水、雷 

２８日２１時５８分 大雨、洪水 雷 

 

表５ 東京都と気象庁が事故前に発表した土砂災害警戒情報 

発 表 日 時 警戒対象となった市区町村 

２８日２２時３２分 八王子市 

２８日２２時５７分 八王子市、町田市、青梅市、羽村市、あきる野市、日の

出町 

２８日２３時１８分 八王子市、町田市、青梅市、福生市、羽村市、あきる野

市、瑞穂町、日の出町 

  

2.7.3 地震に関する情報 

気象庁の記録によると、事故当日に多摩南部において有感地震（震度１以上）は

観測していなかった。 

（付図２、付図４、５、６参照） 

 

２.８ 避難及び救護に関する情報 

２.１に記述したように、事故発生後に本件運転士と本件車掌で手分けして車内を

見回り、乗客がいないことを確認したため、乗務員による避難及び救護活動は行われ

ていない。 

                         
6 「土砂災害警戒情報」とは、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったとき、市町村長が避難勧告等を発令

する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報をいう。降雨か

ら予測可能な土砂災害の内、避難勧告等の災害応急対応が必要な、土石流や集中的に発生する急傾斜地崩壊を対

象としている。このため、避難行動を伴わないような単発的に発生する崖崩れや、降雨から技術的に予測が困難

な地すべり等は、土砂災害警戒情報の発表対象とはしていない。また、土砂災害の危険度が高まった市町村を特

定するもので、個別の災害発生箇所・時間・規模等を詳細に伝える情報ではないとされている。 
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３ 事実を認定した理由 
 

３.１ 斜面の崩壊に関する解析 

土砂が線路内に流入した時間については、 

(1) 2.3.1に記述したように、下り列車が事故現場となった付近を通過したのは

２３時４４分ごろであり、２.１(1)に記述したように、本件運転士が「事故現

場となった付近を通過した時は、すごい雨が降っていたが異常を感じることは

なかった」と口述していること 

(2) ２.１及び2.3.3の表１に記述したように、本件列車が事故現場に差しかかっ

たのは２３時５２分ごろであり、２.１(1)に記述したように、本件運転士が

「トンネルの出口に近づくにつれて、レールを覆っているのが土砂だと判っ

た」と口述していること 

(3) 2.4.1に記述したように、事故現場では斜面の崩壊が発生し、土砂が線路を

覆っているのが認められたこと 

から、下り列車が事故現場となった付近を通過した２３時４４分ごろから、本件列車

が現場に差しかかる２３時５２分ごろまでの約８分の間と推定される。なお、

2.4.1(2)に記述した事故翌朝の状況から、本件列車が停止した後も土砂の線路内への

流入は継続したと考えられる。 

また、土砂が線路内に流入したのは、 

 ① 2.7.2(1)に記述したように、事故現場付近の国土交通省の雨量計では事故発

生時間帯に局地的に１時間７０mm程度の非常に激しい雨を観測し、５時間の積

算で２００mmを超える雨量にまで達しており、さらに気象庁の解析では土砂災

害の危険性の指標である土壌雨量指数も降雨の状況から非常に大きな値を示し

ていたこと 

 ② 2.4.1(3)に記述したように、多量の水が土砂の流入した痕跡に沿って土留擁

壁を越えて線路に向かって流れ込んでおり、また土留擁壁の水抜き孔からも水

が流れていたため、斜面において土中の水分量が飽和し、雨水を吸収しきれな

い状態になっていたと考えられること 

から、降雨によって土中の水分量が飽和し、このため地盤が緩んで斜面が崩壊し、土

留擁壁を越えて土砂が線路内に流入したものと考えられる。 

 

３.２ 脱線の解析 

本件列車は、 

(1) ２.１(1)に記述したように、「トンネルの出口に近づくにつれて、レールを

覆っているのが土砂だと判ったが、本件列車はそのまま土砂に突っ込み、『ゴ
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ン』という音とともに車両が縦横に揺れた」と本件運転士が口述していること 

(2) ２.１(1)に記述したように「とっさに非常ブレーキをかけるとともに非常警

笛を鳴らした。」と本件運転士が、２.１(2)に記述したように「トンネルの中

で非常ブレーキがかかったことを感じた。」と本件車掌がそれぞれ口述し、

2.3.3の表１に記述したように、車上モニタ装置にも非常ブレーキを操作した

記録が残っていたこと 

(3) 2.3.3の表１に記述したように、車上モニタ装置の記録はトンネルの出口付

近から本件列車が停止するまで大きな減速度を示していること 

から、本件運転士により非常ブレーキが操作されたが、間に合わずに高尾第一トンネ

ルの出口付近で線路内に流入した土砂に本件列車が乗り上げたために、１両目の前台

車全２軸及び後台車の第２軸が左へ脱線したものと推定される。 

なお、2.4.3に記述した１両目左側面の窓ガラスの損傷は、2.4.2(3)に記述した電

柱の状況から、左へ脱線した本件列車の先頭が電柱と衝突してこれを折損し、折損し

た電柱上部と１両目の左側面窓ガラスが接触したために生じたものと考えられる。 

 

３.３ 斜面管理についての解析 

2.3.5に記述したように、同社は構造物の検査や巡回を定期的に実施しており、事

故現場付近の斜面について異常がないことを確認している。しかし、今回の斜面の崩

壊については、事前に察知して事故の発生を防止することができなかった。この要因

としては以下のとおりと考えられる。 

(1) 2.3.5(1)に記述したように、同社においては鉄道用地外の部分について鉄道

用地内から見える範囲を目視により確認していた。また、事故当日の降雨が強

まった１８時頃から巡回等が行われていないことから、同社は事故現場を含め

て必要な箇所には補強を行っているので土砂災害対策は十分であり、事故現場

において大雨による土砂災害が発生する可能性は低いと判断していた可能性が

考えられる。 

これらのことが、斜面全体の状況把握に遅れを生じ、その結果として事故を

防止できなかった可能性が考えられる。 

(2) 2.3.6に記述したように、同社においては平成１１年以降沿線の降雨による

土砂災害を経験せず、また過去に経験した災害でも斜面の崩壊が発生する前に

運転士が異常を発見しており、列車が脱線するような大きな被害には至ってい

なかった。また今回の事故で崩壊した斜面については、過去に崩壊した記録は

なかった。 

さらに、2.6.2(2)に記述したように、運輸指令所では事故当日に本件雨量計

の観測による警告を確認するとともに、高尾山口駅の改札口付近では浸水が発
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生していることも把握していたが、一方で雨に関する情報の活用は自社の雨量

計と現地の駅員からの情報であったために、事故現場付近で土砂災害が発生す

るほどの大雨が降っていることを把握できず、警戒体制を敷くことはなかった。 

これらのことから、同社では今回の大雨に際し、過去の災害対応の経験に沿

った情報によって判断したために、警戒体制を敷いて斜面の巡回を実施するな

どの対応につながらなかった可能性が考えられる。 

(3) 将来においても今回と同様の現象に見舞われる可能性を考えれば、同社が過

去に経験した災害を超えるような事態になるかを的確に判断するためには、同

社は他社などの土砂災害の事例分析等を通じて、施設管理職員が土砂災害の発

生前になすべき対応について事前に検討し体制を整えておくことが重要である。

加えて、必要に応じて異常を検知する設備の設置など施設の改善を図るととも

に、情報収集源を拡大するなど情報内容の充実を図り、職員の判断を支援する

仕組みを強化することが望ましい。 

しかし、2.3.1に記述したように、同社では事故現場付近の異常を知らせる

検知装置等の施設はなく、また2.7.2(2)に記述したように、事故当日は東京都

や気象庁から事故現場付近に対して危険を知らせる情報が発表されていたが、

同社においてはこれらの情報をうけて巡回等の対応に活かす仕組みは整ってい

なかった。 

このことから、同社が逐次整備を進めてきた施設と既に活用している情報の

収集で、職員の判断を支援する仕組みとしては十分と判断して対応していたこ

とが、過去に経験したことのない局地的な大雨などの既存の仕組みでは対処し

きれない場合において、職員の対応が遅れる背景となった可能性が考えられる。 

今回の事故のように、過去において災害が発生していない斜面で降雨時における崩

壊を予見することは容易ではないと考えられるが、同社の斜面管理においては上記の

(1)～(3)の可能性も踏まえて、同様の事故の再発防止に向けて以下のことを検討する

必要がある。 

 ① 2.3.7に記述した鉄道局による平成８年の指導も踏まえて、鉄道用地外の斜

面であっても、線路付近の地形・地質等の状況について的確に把握した上でそ

の災害の危険性を再検討し、必要に応じて斜面管理者と協力して異常気象時に

おける対応について協議するなどの事故防止対策を行うこと 

 ② 斜面の管理手法に関しては、必要に応じて異常を検知する設備を設置するな

ど施設の改善を図るとともに、情報収集源を拡大するなど情報内容の充実を図

り、最新の技術開発の状況も踏まえて、職員の判断を支援する仕組みを強化す

ること 
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３.４ 運転規制等についての解析 

3.4.1 事故当日の運転規制に関する解析 

2.6.1に記述したように、同社においては降雨時の警戒体制について規程を定め

ていたが、降雨時の運転規制について具体的な数値基準を定めておらず、2.6.2(2)

に記述したように、当日の対応も運転士に注意運転をするよう指示するにとどまっ

た。 

具体的な数値基準を定めていなかったことについては、 

(1) 2.3.5(1)及び３.３(1)に記述したように、事故現場付近の斜面については、

必要な箇所には補強を行っていたことから、大雨による土砂災害が発生する

可能性は低いと判断し、また他の斜面も同程度に考えていた可能性が考えら

れること 

(2) 2.3.6に記述したように、同社は平成１１年以降に降雨による土砂災害を

経験していなかったこと 

から、同社が、沿線の全ての斜面について十分な補強を実施しているため、数値基

準を定めねばならないほどの危険性はないと判断していたことが関与した可能性が

考えられる。 

また、2.6.2(2)及び３.３(2)に記述したように、事故当日の運輸指令所では、災

害が発生するほどの大雨が降っているとは考えておらず、過去の災害対応の経験に

沿った情報によって判断したために、事故現場の異常な事態を把握できなかった可

能性が考えられる。 

これらのことから、想定以上の大雨が降った場合の斜面の危険性及び事故当日の

雨の状況に対する把握が十分ではなかったこと、また運転規制については、降雨量

に対する具体的な数値基準を定めていなかったことが、今回の事故発生前における

運転規制等の対応につながらなかったことの背景にあると考えられる。 

一方で、2.7.2(1)に記述したように、事故現場付近の雨量計では大雨を観測して

おり、事故現場付近の南北に細長い領域で大雨になっていることが示されていた。

加えて2.7.2(2)に記述したように、事故現場を含む八王子市域では大雨警報などの

情報が気象庁から発表されるとともに、雨の状況と今後の予測により土砂災害警戒

情報が東京都と気象庁から発表され、様々な経路を通じて地域に伝わっていた。 

さらに、2.6.2(2)に記述したように、高尾山口駅の改札口付近が浸水するなど、

事故現場付近の大雨を示唆する事象が発生し、このことは運輸指令所においても乗

務員からの連絡で把握していた。 

このように、事故現場において大雨により災害の発生する危険性が高まっている

ことを示す情報は事故当日に存在しており、気象関係の公益法人や気象事業者等を

通じて鉄道事業者においても入手し活用することが可能な状況であった。このよう
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な気象に関する公的な情報や浸水の連絡などの情報を有効に活用し、運転規制等の

対応を実施することが必要であると考えられる。 

 

3.4.2 再発防止に向けた運転規制等の対策について 

一般的に、警報等の情報が発表された場合でも必ずしも沿線で土砂災害が発生す

るものとは限らず、沿線の地形など各路線の状況は各鉄道事業者ごとに大きく異な

るため、鉄道事業者による適切な分析なしにこのような情報が一概に鉄道の運行管

理に利用できるとは限らない。 

しかし、今回の脱線事故については、乗客の多いラッシュ時に同様の事故が発生

する可能性も考えられ、また2.3.2に記述したように事故現場の左側斜面下には、

事故当時は既に運転を見合わせていたとはいえＪＲ中央線の線路が敷設されており、

場合によっては甚大な二次被害をもたらす可能性も考えられる事故であった。また、

将来においても今回と同様の現象に見舞われる可能性はあり得る。これらも勘案す

れば、安全に盤石ということはないという観点を持って、同社は同様の事故の再発

防止に向けて、自社の沿線の特性を踏まえて、大雨により災害の発生する危険性が

高まっていることを示す情報を基に、具体的な基準を定め運転規制等の対応を実施

することについて検討を行う必要がある。 

また、今回の事故に関する解析では、情報の収集・利用方法、運転規制の実施方

法、斜面の管理等について対策の余地が見られたので、同じように該当する鉄道事

業者にあっては沿線において大雨による災害が発生し列車運行に支障を及ぼすおそ

れのある危険な箇所の把握を適切に行った上で、以下に例示するような事故防止に

向けた対応も検討し、常にその改善を図っていくことが望ましい。 

(1) 沿線において、大雨により災害の発生する危険性が高まっていることを示

す情報について、他の鉄道事業者の例も参考にして自社の観測装置以外の観

測値や2.7.2(2)に記述したような公的な情報なども入手するように努めると

ともに、それらの情報から沿線において災害の危険性が考えられる場合は、

必要に応じて危険な箇所の巡回の実施や、運転規制等の措置をとること。 

(2) 沿線において災害が発生するおそれの特に高い箇所については、検知装置

を設置し、異常を検知した場合は、特殊信号発光機に停止信号を現示すると

ともに、現地に職員を派遣する等の対応をとること。 

(3) 駅構内が浸水するなど過去にほとんどなかった事象が発生した場合、その

周辺においても災害の発生する危険性が高まっているとの意識を持ち、危険

な箇所を巡回するなどして状況を確認するといった対応をとること。また、

沿線の状況の変化に応じ災害の危険性を適切かつ迅速に判断出来るよう、施

設を管理する職員や列車の運行を管理する職員に対して、災害発生前になす
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べき対応について事前に検討し体制を整えておくこと。 

 

 

４ 原 因 
 

本事故は、事故現場付近の斜面が崩壊し、土砂が土留擁壁を越えて線路内に流入し

たため、本件運転士により非常ブレーキが操作されたが、間に合わずに本件列車が堆

積した土砂に乗り上げて、１両目が脱線したことによるものと推定される。 

また、この斜面の崩壊は、事故当日に事故現場付近で発生していた局地的な大雨に

よるものと考えられるが、事故に至ったのは想定以上の大雨が降った場合の斜面の危

険性及び事故当日の雨の状況に対する同社の把握が十分でなかったこと、並びに降雨

量による運転規制について同社が具体的な基準を定めていなかったことが関与した可

能性が考えられる。 

 

 

５ 参考事項 
 

同社は、本事故を受けて、以下の対策を実施している。 

(1) 鉄道用地外も含めた全線の斜面について、事故発生翌日の８月２９日に目視に

より崩壊の予兆がないかを確認する点検を実施し、緊急に対策を講ずべき箇所が

ないことを確認した。 

(2) 事故現場については、本復旧までの間は２４時間体制で監視員を常駐させ、異

常を発見した場合は信号炎管や軌道短絡器で列車を停止させる措置を講ずること

としている。 

(3) 多摩南部に大雨警報が発表された場合は、警報が解除されるまでの間、高尾線

の点検を行うこととした。また、大雨警報が発表されてなくても、沿線に居住す

る職員が強い雨を確認した場合は、その旨を連絡し、施設管理職員が気象レー 

ダーによるリアルタイム情報をインターネットにより閲覧し雨の状況を確認して、

必要に応じて巡回点検を行うこととした。 



付図２　事故現場付近の地形図及び雨量計の設置位置
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付図３　事故現場略図（その１）
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付図３　事故現場略図（その２）
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付図４　事故当日の雨量推移
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付図５　事故現場付近の気象状況

２８日２１時の解析結果
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付図６　事故当日発表された情報
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写真１　崩壊した斜面の状況
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写真２　事故現場の状況
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写真３　本件列車の脱線状況
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写真４　鉄道施設及び車両の損傷状況
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